
大
塚　

桂
子　
選
手

（
12
月
25
日
受
賞
）

第
27
回
全
国
健
康
福
祉
祭
と

ち
ぎ
大
会
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ

ル
フ
交
流
大
会
女
性
の
部優

勝

12月
補正予算
一
般
会
計

特
別
会
計

万
円

億
70
総額

５
５
２
０

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
経
済
の
活
性
化
に

　12月補正予算が定例市議会で決まり、一般会
計補正額は47億5,536万円、累計は1,847億9,408
万円（前年同期比６・37㌫増）となりました。また、
特別会計の補正額は22億9,983万円です。

　

地
域
振
興
に
貢
献
す
る
民
間
事

業
者
が
行
う
施
設
整
備
の
経
費
に

対
す
る
無
利
子
融
資
を
行
う
な
ど

地
域
経
済
の
活
性
化
に
取
り
組
み

ま
す
。

　

が
け
崩
れ
に
よ
る
災
害
の
防
止

対
策
や
台
風
被
害
を
受
け
た
道
路

の
復
旧
な
ど
市
民
の
安
全
・
安
心

の
確
保
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
財
政
課

☎
948
６
３
５
０
・

934
１
８
０

３
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
921
２
１
６
１
・

934
２
２
２
１
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
道
路
管

理
課
☎
948
６
４
７
３
・

934
１

８
０
５
へ

■国民健康保険給付費
■愛媛県土木建設、県営港湾・海岸整備負担金事業
■生活保護支給事業
■障害福祉サービス事業
■地域総合整備資金貸付事業
■がけ崩れ防災対策事業
■松山広域都市計画変更調査事業
■住民基本台帳事務事業
■松山市企業立地促進奨励金事業
■公共交通利用促進環境整備事業
■既存システム運用事務
■道路橋梁災害復旧事業

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保

地
域
経
済
の
活
性
化

主な事業
16億7,500万円
8億5,573万円
6億6,100万円
3億8,558万円

2億円
3,527万円
2,609万円
2,510万円
1,179万円
515万円
447万円
270万円

【
対
象
】
市
内
在
住
の
65
歳
以
上

（
昭
和
25
年
４
月
２
日
以
前
生
ま

れ
の
人
）
ま
た
は
高
齢
ク
ラ
ブ
会

員
▼
原
則
、
初
め
て
受
講
す
る
人

【
会
場
・
内
容
・
定
員
】
左
表
の
と

お
り
。
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

し
、
少
数
の
場
合
は
開
講
し
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会
場
へ
は
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
期
間
】
４
月
〜
平
成
28
年
３
月

【
受
講
料
】
無
料
（
教
材
費
な
ど

は
各
自
負
担
）

【
申
し
込
み
】
２
月
20
日
㈮
（
必

着
）
ま
で
に
、
往
復
は
が
き
（
１

人
１
枚
）
に
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
、
性
別
、
生

年
月
日
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
希

望
セ
ン
タ
ー
名
・
講
座
名
（
パ
ソ

コ
ン
・
カ
ラ
オ
ケ
講
座
は
Ａ
・
Ｂ

コ
ー
ス
、
パ
ソ
コ
ン
は
持
ち
込
み

の
可
否
を
明
記
）
、
65
歳
未
満
の

人
は
所
属
高
齢
ク
ラ
ブ
名
を
書
い

て
、
〒
790
０
８
０
８
若
草
町
８-

２
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

※
複
数
の
講
座
お
よ
び
電
話
で
の

申
し
込
み
は
不
可

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

教
養
講
座

平成27年度
受講生募集

２/20㈮まで

☆…定員25人のうち11人はパソコンを持ち込みできる人（OS：Win
dows7以降・オフィス2010以降・ウイルス対策ソフト必須）が対象
※祝日は他の曜日に変更。パソコン・カラオケ講座はA・Bとも同じ内容

①市老人福祉センター（若草町）お問い合わせ☎921－2161（①②共通）

②市中村老人福祉センター（中村三丁目）

③市鷹子老人福祉センター（鷹子町）お問い合わせ☎955－6183

講座名 定員（人）
民　謡 ４０

吟　詠 ２５

社交ダンス １３：３０～１５：３０

１３：００～１５：００

１３：３０～１５：３０

男３０
女３０

曜日

毎週火曜

毎週水曜
陶　芸 １０ 第１・３水曜

１０：００～１３：００料　理 ３０ 第１・３木曜
１３：３０～１５：３０俳　句 １５ 第１・３金曜

１３：３０～１５：３０日本舞踊 １５ 第１・３月曜

１３：３０～１５：３０民　謡 ２５ 毎週水曜
　９：３０～１１：３０ちぎり絵 １５ 第１・３木曜
１０：００～１２：００

　９：３０～１１：３０

絵手紙・俳画 ２０
俳　句 １５

第２・４木曜

第１・３金曜

第２・４金曜

１０：００～１２：００

　９：３０～１１：３０

茶道（抹茶） １０ 第１・３火曜
手芸（簡単手編み） ２０ 第２・４火曜

１０：００～１２：００絵手紙・俳画 ２０ 毎週月曜
１３：００～１５：００陶　芸 １０ 第２・４水曜

１０：００～１２：００皮工芸 １６
毎週金曜

１３：３０～１５：３０茶道（抹茶） ２０

大正琴 １５ 第２・４水曜

カラオケ
Ｂ
Ａ

パソコン
Ｂ
Ａ

各３５

各２５☆

カラオケ
Ｂ
Ａ

各３０

第１・３木曜
第２・４木曜

第１・３水曜
第２・４水曜

時間

講座名 定員（人） 曜日 時間

講座名 定員（人） 曜日 時間

口
座
振
替
が
便
利
で
お
得
で
す
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
お
得
で
す
！

口
座
振
替
が
便
利
で
お
得
で
す
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

前納の
申し込みは
2/27㈮まで

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
納
め

忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。
月
々
50

円
割
引
の
当
月
末
振
替
や
６
カ

月
・
１
年
前
納
な
ど
の
お
得
な
振

替
方
法
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
平
成

26
年
度
か
ら
前
納
で
き
る
期
間
が

最
長
２
年
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
保
険
料
は
２
月
下
旬

に
告
示
さ
れ
る
予
定
で
す
。
各
振

替
方
法
の
保
険
料
・
割
引
額
は
下

表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
】
前
納
の
４
月
末
振

替
は
２
月
27
日
㈮
ま
で
に
、
直

接
、
年
金
手
帳
、
預
金
通
帳
、
金

融
機
関
届
出
印
を
持
っ
て
国
保
・

年
金
課
（
市
役
所
別
館
３
階
）
ま

た
は
松
山
東
年
金
事
務
所
（
朝
生

田
町
一
丁
目
）
へ

（参考）平成26年度 振替方法別保険料と割引額
（26年度保険料：月額15,250円）

翌月末振替

振替方法 割引額
保険料

合計（1年間） 内訳

当月末振替

６カ月前納

１年前納

２年前納

183,000円

182,400円

180,920円

179,160円

177,640円

15,250円×12回

15,200円×12回

90,460円×2回

179,160円×1回

355,280円×1回

0円

600円

2,080円

3,840円

14,800円

※国民年金保険料は、物価変動率、賃金変動率を基に毎年算出。平成27年度保
険料は確定次第、広報まつやまや市ホームページでお知らせします

（2年分355,280円を一括で納付する必要があります）

　お問い合わせは、国保・年金課☎948-6356・ 934-2631、松山
東年金事務所☎946-2835・ 933-1319へ

道
路
占
用
料
改
定

道
路
占
用
料
改
定

道
路
占
用
料
が
改
定
さ
れ
ま
す

道
路
占
用
料
が
改
定
さ
れ
ま
す

4/1
から

　

４
月
１
日
か
ら
道
路
占
用
料
が

改
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
許

可
を
受
け
継
続
し
て
占
用
し
て
い

る
人
も
、
平
成
27
年
度
の
支
払
い

分
か
ら
料
金
が
変
わ
り
ま
す
。
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

道
路
占
用
物
適
正
化
に
向
け

指
導
強
化
中！

指
導
強
化
中！

指
導
強
化
中！

　

市
内
に
は
許
可
基
準
に
適
合
し

な
い
も
の
や
、
無
許
可
で
道
路
上

に
設
置
し
て
あ
る
も
の
、
本
来
道

路
に
は
み
出
し
て
は
い
け
な
い
も

の（
陳
列
商
品
・

置
き
看
板
・
庭

木
・
車
の
乗
り

入
れ
ス
ロ
ー
プ

な
ど
）が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら

は
通
行
上
の
支

障
と
な
る
と
と

も
に
事
故
の
原

因
と
な
り
、
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
市
民
が
安
全
・
安
心

に
通
行
で
き
る
道
路
空
間
を
目
指

し
、
道
路
占
用
物
の
適
正
化
に
向

け
て
指
導
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

・
許
可
を
受
け
て
い
な
い
物
件
は

許
可
を
受
け
て
く
だ
さ
い

・
許
可
な
く
道
路
上
に
出
て
い
る

も
の
は
敷
地
内
に
置
く
か
、
撤
去

し
て
く
だ
さ
い

　

道
路
上（
上
空
を
含
む
）に

突
き
出
し
看
板
や
照
明
器
、

日
よ
け
、足
場
な
ど
を
設
置

し
、継
続
し
て
道
路
を
使
用

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
道

路
を
占
用
す
る
に
は
そ
の
道

路
の
管
理
者
（
市
道
の
場
合

は
松
山
市
）
の
許
可
を
受

け
、
面
積
や
設
置
期
間
に
応

じ
た
占
用
料
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

道
路
の
占
用
と
は
？

許
可
を
受
け
て
設
置
し
て
い
ま
す
か
？

　

居
住
機
能
や
医
療
・
商
業
な
ど

の
都
市
機
能
の
立
地
に
関
す
る
包

括
的
な
計
画
策
定
に
向
け
た
基
礎

調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
将
来
を

見
据
え
た
質
の
高
い
コ
ン
パ
ク
ト

な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
取
り
組

み
ま
す
。
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